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タイトル 

第 2 期三木市自殺対策計画の策定 

本件のポイント 

・国や県の上位計画に基づき、本市独自の 10 の施策の内、女性や子ども・若者

の自殺対策を含む 6 つを重点施策として設定 

・計画最終年度にあたる令和 10 年度の目標や目標値を明記 

・本計画を SDGｓの目標と紐づけ 

説明文 

 

1 策定根拠   自殺対策基本法第 13条第 2項 

2 計画期間   令和 6年度～令和 10年度（5年間） 

3 策定経過 

 (1) 令和 5年 7月 21日  第 1回三木市自殺対策本部会議 

 (2) 令和 5年 8月 29日 

~令和 5年 9月 15日   自殺対策に係るｱﾝｹｰﾄ調査の実施 

 (3)  令和 5年 10月 12日   第 1回三木市自殺対策計画策定委員会 

 (4)  令和 6年 1月 11日   第 2回三木市自殺対策計画策定委員会 

 (5)  令和 6年 1月 17日 

~令和 6年 2月 15日   ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施 

 (6)  令和 6年 2月 26日   第 2回三木市自殺対策本部会議(承認) 

4 公表日   令和 6年 3月 27日(水) 

5 ホームページ 

 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/26/67291.html 

 

 

 

本案件は次の SDGs 目標 

に関連します。 

      


